
    

 

地方自治法第 243条の３第１項及び財政事情の公表に関する条例並びに地方公営企

業法第 40条の２及び大阪市準公営企業・公営企業各事業の設置等に関する条例に基づ

き、令和５年度下半期（令和５年 10月１日から令和６年３月 31日まで）の財政事情及

び準公営企業・公営企業の業務状況を別紙のとおり公表します。  

令和６年６月１日  

大阪市長   横  山  英  幸   

          （財政局財務部財務課）  

大阪市告示第790号
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